
LINE Pay（ラインペイ）で市税や保険料の支払いが可能に！ 

このたび、松戸市では市税や保険料について新たな収納サービスの拡大を図るため

に、スマートフォンからＬＩＮＥアプリの決済機能「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」を利用した

納付サービスを令和２年１月から開始します。 

１．利用開始日 

令和２年１月６日（月）より 

２. 対象費目

市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）、 

  軽自動車税 

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 

３．ＬＩＮＥ Ｐａｙの概要 

スマートフォンの「ＬＩＮＥ」アプリの「ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書払い」を利用

して、市税や保険料の納付書に印刷されたバーコードを読み取り、場所と時間

を問わず納付ができるサービスです。 

○事前にご準備いただくもの

・コンビニエンスストア収納用バーコードが印刷された納付書

・スマートフォン

○利用方法

１) 事前にＬＩＮＥ Ｐａｙへの利用登録とチャージを行う。

２) お財布マークの「ウォレット」を開き、タブ内の「請求書支払」をタッ

プする。

３) 起動したコードリーダーで納付書のバーコードをカメラで読み込む。

４) 読み取りに成功したら、お支払金額が表示される。

５) 表示内容を確認して決済（お支払い）を行う。
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○注意事項

・３０万円を超える納付、バーコード印字のない納付書、納期限（使用期限）

が過ぎた納付書は対応しておりません。

・アプリでは既に納付済みの税目や期別は確認できません。

・領収証書が発行されないので、お支払い後、すぐに納税証明書や納付済確認

書が必要な場合は、市役所・支所・金融機関・コンビニエンスストアでの納

付をお勧めします。

・市税や保険料の納付では、ポイントは付与されません。

・タブレット・パソコン・フィーチャーフォン（ガラケー）からＬＩＮＥ Ｐ

ａｙでの納付はできません。

４．効  果 

・利用者は、収納機関に出向くことなく、場所と時間を問わず、納期限内に納

付できることや幅広い世代の方々にも利用いただけることにより、納付の利

便性が高まる。

・市は、既存のコンビニエンスストア収納機能をそのまま活用してスマートフ

ォンによる公金決済サービスが可能となるのでシステムの改修期間や費用

を抑えることができる。

５. 近隣市の導入状況

・市川市 （平成３１年１月開始）

・船橋市 （平成３１年４月開始）

・野田市 （平成３１年５月開始）

・柏 市 （令和元年１０月開始）

・鎌ケ谷市（令和元年１０月開始）

【問い合わせ先】 

財務部収納課　☎０４７－３６６－７３２５ 

福祉長寿部国民健康保険課収納担当室　☎０４７－７１２－０１４１

福祉長寿部国民健康保険課広域保険担当室　☎０４７－３６６－７３４２  

福祉長寿部介護保険課　☎０４７－３６６－７３７０ 




